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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】令和3年7月29日(2021.7.29)

【公開番号】特開2020-102392(P2020-102392A)
【公開日】令和2年7月2日(2020.7.2)
【年通号数】公開・登録公報2020-026
【出願番号】特願2018-240720(P2018-240720)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｂ   7/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   7/40     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｂ    7/02     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｂ    7/40     ３０７Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和3年6月7日(2021.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　例えば、添加剤である無機フィラーとしては、シリカ、珪藻土、ガラス球、タルク、ク
レー、アルミナ、酸化マグネシウム、酸化亜鉛、三酸化アンチモン、酸化モリブデン等の
金属酸化物、水酸化マグネシウム等の金属水酸化物、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム
等の金属炭酸塩、硼酸亜鉛、メタ硼酸バリウムなどの金属ホウ酸塩、ハイドロタルサイト
類などが挙げられる。これらは１種単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
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